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◉御船の台所事情は今◉御船の台所事情は今◉御船の台所事情は今

第１期行財政改革プログラムに
は、35項目の検討課題がありまし
た。その中で、成果のあった取り
組みを一部紹介します。

17年7月からスタートした「時間外延長窓口」。毎週火
曜日は午後7時30分まで住民票や所得証明など、各証
明書を発行するサービス。20年度は149人が利用する
など、年々増加傾向に。職員は時差出勤での対応のた
め、残業代は発生しない（写真左）。
20年8月から役場１階ロビーに設置された「総合案内
窓口」。職員が一日4交替制で対応し、来庁者に担当
窓口などを案内するサービス。一日平均25人が利用し
ている（写真右）。
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行革
効果
（17～21年度）

Ⅰ 情報公開の推進
19年7月から役場１階ロビーに情報公開
コーナーを設置して、行政資料を公表。

Ⅱ 組織の見直し
役場内組織の課や係を統廃合。組織数を16
年度の15課１局１室33係から、22年度は12
課１局35係へスリム化。

Ⅳ 議員定数の見直し

今まで通りでは赤字に
終わりなき行財政改革

5年間の成果を継いで
　　第2期行財政改革へ――

17年4月から議員報酬を4％削減。19年４月
から議員定数を16人（4人減）に改定。6,900
万円の削減効果（17～21年度累計）。

Ⅴ 財源確保
17年度に滝川水防倉庫を1,324万円で売却。同
年度に御船町開発公社を解散して、残余資産
8,729万円は御船町に帰属。19年6月、企画財
政課に企業誘致係を設置し、3社が立地。

　行財政改革プログラムを作る際、無駄な経費をすべて洗
い出していきました。今まで通りの行財政を続けていた
ら、赤字は目に見えていましたから。もしも町が破綻すれ
ば、困るのは町職員と町民です。そのために補助事業など
を外部評価して、半分以上を縮小や見直し、休止か廃止す
べきと判断しました。また、町民が町を頼りすぎている部
分も感じました。行政に頼るだけでなく、自助や共助の精
神と行動に移すことが重要です。しかし行財政改革には、
町民が血のにじむような思いをしていることも事実。だか
ら、１円たりとも無駄にせず町民のため有効に使わなけれ
ばなりません。行財政改革に終わりはありません。気を緩
めず、独り立ちできるような町を目指すことが必要です。

Ⅵ 指定管理者制度の導入（民間委託）
18年度から御船町老人憩いの家（御船）と、御
船町コミュニティーセンター「ひばり荘」（同）
の2施設の運営を指定管理者制度へ移行。

Ⅲ 職員数・人件費の削減
17年4月に４役の給料5㌫削減と、管理職
手当を3㌫削減。19年7月に町長給料
10％、同年10月に副町長と教育長の給料を
7㌫削減。16年度から21年度にかけて職員
数を179人（30人減）に削減。約１億2,800
万円の削減効果（16年度と20年度比較）。

Interview

御船町行財政改革大網策定委員会と
事務事業外部評価委員会の委員を務めた

木村　定德　さん（高木）
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